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１【提出理由】

当行の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社であるＳＢＩ地銀ホールディングス株式会社より、2026年６

月30日付で同社が保有する当行株式の全てを株式会社ＳＢＩ新生銀行に譲渡した旨の報告を受けました。これによ

り、主要株主の異動が生じましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第

19条第２項第４号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

主要株主となるもの　　　　株式会社ＳＢＩ新生銀行

主要株主でなくなるもの　　ＳＢＩ地銀ホールディングス株式会社

 
(2）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

主要株主となるもの

株式会社ＳＢＩ新生銀行

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 ―個 ―％

異動後 17,472個 20.90％
 

 
主要株主でなくなるもの

ＳＢＩ地銀ホールディングス株式会社

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 17,472個 20.90％

異動後 ―個 ―％
 

（注）１．当該異動前後における「議決権所有割合」は2026年３月31日現在の発行済株式総数15,356,840株（普通株式

8,416,000株、A種優先株式940,840株、B種優先株式6,000,000株の合計）から、議決権を有しないA種優先株

式数940,840株、B種優先株式数6,000,000株及び普通株式の単元未満株式数56,734株並びに当行が所有する

自己株式数2,666株を控除した8,356,600株における議決権数83,566個を分母として計算しております。

２．「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点第三位を切り捨てております。

３．上記については、当該株主からの報告に基づいて記載しており、当行として当該株主名簿の実質所有株式数

の確認ができたものではありません。

 
(3）当該異動の年月日

2026年６月30日

 
(4）本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額　　　　　　　　　　　7,886,992,000円

発行済株式総数　　普通株式　　　　　8,416,000株

　　　　　　　　　Ａ種優先株式　　　　940,840株

　　　　　　　　　Ｂ種優先株式　　　6,000,000株

 
以　上
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